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青森県同行援護従業者養成研修事業指定事務取扱要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの

（平成１８年９月２９日号外厚生労働省告示第５３８号。以下「告示」という。）及

び「居宅介護職員初任者研修等について」（平成１９年１月３０日障発第０１３００

０１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国通知」という。）で

定める同行援護従業者養成研修事業者（以下「事業者」という。）の指定等の取扱い

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（研修種別） 

第２ 事業者が実施することができる研修は以下のとおり。 

（１）同行援護従業者養成研修一般課程 

（２）同行援護従業者養成研修応用課程 

 

（指定の要件） 

第３ 次に掲げる要件を満たすと認められる場合に、事業者として指定するものとする。 

（１）事業実施者に関する要件 

  ① 研修事業の実施者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力

及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。 

  ② 研修事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業

の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。 

③ 講師について、職歴、資格、実務経験、学歴等に照らし、各科目を担当するた

めに適切な人材が適当な人数確保されていること。 

（２）事業内容に関する要件 

  ① 研修事業が国通知に定める内容に従い、継続的に毎年度 1回以上実施されるこ

と。 

  ② 研修カリキュラムが、告示に定める内容に従ったものであること。 

  ③ 適切な実習施設との連携により、実習実施計画が定められていること。 

  ④ 演習について適当な演習指導者の指導が行われること。 

    ⑤ 研修の修業年限について、第２（１）の研修は原則として２月以内であること。

ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、４月の範囲内とし

て差し支えない。第２（２）の研修は、原則として１月以内であること。ただし、

地域の実情等により、やむを得ない場合については、２月の範囲内として差し支

えない。また、第２の（１）と（２）の研修を同時並行的に実施する場合におい

ては、原則として３月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得
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ない場合については、６月の範囲内として差し支えない。  

⑥ 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らか

にした学則（実施要領）等を定め、公開すること。 

   ア 開講目的 

   イ 研修事業の名称 

   ウ 実施場所 

   エ 研修期間 

   オ 研修カリキュラム 

   カ 講師氏名 

   キ 研修修了の認定方法 

   ク 開講時期 

   ケ 受講資格 

   コ 募集期間、申込及び受講決定通知方法等 

   サ 受講料等 

   シ 対応窓口等 

  ⑦ 研修への出席状況等研修受講者に関する状況を把握し、保存すること。 

（３）研修受講者に関する要件 

研修受講対象者は、原則として、同行援護従業者として従業することを希望する 

者、従業することが確定している者又は既に従業している者とする。 

（４）その他の要件 

  ① 研修事業の実施者は、障害のある受講者等に対して、合理的配慮に努めること。 

  ② 研修事業の実施者は、よりよい研修の運営ができるよう、各受講者の研修内容

の満足度を確認し、第１１の規定による手続きにより報告すること。 

 

（指定の申請） 

第４ 本事業の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる必

要事項を記載又は添付した「青森県同行援護従業者養成研修事業指定申請書」（様式

第１号）を、知事の定める期日までに知事に提出するものとする。 

（１）学則（実施要領）等 

（２）青森県同行援護従業者養成研修事業計画書（様式第２号） 

（３）青森県同行援護従業者養成研修カリキュラム日程表（様式第３号） 

（４）講師選定調書（様式第４号） 

（５）青森県同行援護従業者養成研修に利用する施設の名称等（様式第５号） 

（６）青森県同行援護従業者養成研修に利用する施設の設置者の承諾書等（申請者が設 

置者と異なる場合のみ） 

（７）誓約書（様式第６号） 
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（８）事業開始年度及び次年度の収支予算の細目 

（９）その指定に関し必要があると認める事項 

２ 申請者が法人であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添付すること。 

 

（指定の決定） 

第５ 知事は、第４の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否

を決定し、申請者に通知するものとする。 

 

（事業計画書等の提出） 

第６ 事業者は、毎年度研修を実施する前年度２月末までに第４の１の（１）から（６） 

及び（８）に定める書類を知事に提出（事業開始年度を除く。）するものとする。 

 

（事業計画書等の承認） 

第７ 知事は第６の規定による提出があったときは、その内容を審査し、実施の可否を 

決定し、事業者に通知するものとする。 

 

（変更の申請） 

第８ 事業者は、第４の規定による指定の申請又は第６の規定による事業計画書等の内

容を変更するときは、変更内容を反映させた研修を開催する２か月前までに「青森県

同行援護従業者養成研修事業変更申請書」（様式第７号）を提出し、知事の承認を受

けるものとする。ただし、やむを得ない事情により期日までに提出ができない場合は、

事前に知事に協議するものとする。 

２ 前項の申請は、第４の１の（１）から（６）に規定する事項及び第４の２の規定に

より添付された定款等に変更がある場合行うものとする。 

 

（事業休止、再開及び廃止の申請） 

第９ 事業休止とは、４月から翌年３月までの１年間にわたり研修事業を実施しない場

合を、事業再開とは、事業を休止した年度の翌年度以降に事業を再び実施する場合を、

事業廃止とは、研修事業を今後一切行わない場合をいい、事業者は次項に定める手続

きにより研修事業を休止、再開又は廃止することができる。 

２ 事業者は、事業を休止、再開及び廃止しようとする場合には、研修を休止、再開又

は廃止する前年度の１月末日までに「青森県同行援護従業者養成研修事業休止（再開・

廃止）申請書」（様式第８号）を提出し、知事の承認を受けるものとする。 

 

（修了証書の交付等） 

第１０ 事業者は、研修の全カリキュラムを修了した者に対し、「修了証明書」（様式第
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９号）を交付するものとする。 

 

（実績報告等） 

第１１ 事業者は、毎年度研修終了後１か月以内に「青森県同行援護従業者養成研修事

業実績報告書」（様式第１０号）及び「青森県同行援護従業者養成研修修了者名簿」

（様式第１１号）を知事に提出するものとする。 

 

（情報の開示） 

第１２ 事業者は第３の（２）の⑥に規定する学則（実施要領）等を当該事業者のホー

ムページに公開しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１３ 事業者は、研修事業の実施により知り得た受講者及び講師等に係る個人情報に

ついて正当な理由なく漏らしてはならない。また、事業者は受講者及び講師等が研修

事業で知り得た個人の情報について漏らさないよう、受講者及び講師等を指導しなけ

ればならない。 

２ 事業者は、知事に受講者に係る情報を提供することについて、あらかじめ受講者に

対し学則（実施要領）等により書面で説明しなければならない。 

３ 事業者は第３の（２）の⑥の情報を公開するため及び第４の１の（４）の規定によ

る講師選定調書を提出するため、あらかじめ講師の同意を得なければならない。 

 

（調査及び指導） 

第１４ 知事は、必要があると認める場合には、実地調査を行うとともに、報告及び関

係書類の提出を事業者に求めることができるものとする。また、知事は、研修事業の

実施等が適切でないと認める場合には、事業の指定を受けた者に対し、改善指導を行

うことができるものとする。 

 

（指定の取消し） 

第１５ 知事は、次の事項のいずれかに該当する場合には、事業者の指定を取り消すこ

とができるものとする。 

（１）第３の規定による要件を満たさなくなったと認められる場合 

（２）虚偽の内容による申請、届出又は報告等を行った場合 

（３）研修事業を適正に実施する能力に欠けると認められる場合 

（４）正当な理由がないのに、第１４に規定する調査等に応じない場合 

（５）その他研修を実施するのに不適切と判断される場合 

２ 知事は、前項の規定により指定を取り消した場合、当該事業者に通知するものとす
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る。 

 

（聴聞の機会） 

第１６ 知事は、第１５の規定による取消しを行う場合は、あらかじめ事業者に対して

聴聞を行うものとする。 

 

（関係書類の保存） 

第１７ 事業者は、受講者の研修への出席状況、修了者名簿、修了者に関する書類を保

存していくものとする。 

 

（連絡会議） 

第１８ 事業者は研修の制度改正等に適切に対応するため、原則として年１回以上実施

する県主催の連絡会議に出席するものとする。 

 

（その他） 

第１９ この要綱に定めのない事項については、事前に知事に協議するものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和５年１１月２９日から施行する。 

 


